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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

第 2 業務運営の効率化に関す

る事項 

1 効率的な業務運営体制の確

立 

統合による効果を最大限発

揮し、業務運営の効率化と産業

安全及び労働衛生に関する調

査及び研究の充実との両立を

図るため、次の目標を達成する

こと。 

(1) 効率的な業務運営体制の

確立 

ア  効率的かつ柔軟な組織編

成を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 業務運営の効率化に関する

目標を達成するためとるべき事項

1 効率的な業務運営体制の確立 

統合による効果を最大限発揮

し、業務運営の効率化と産業安全

及び労働衛生に関する調査及び

研究の充実との両立を図るため、

次の措置を実施する。 

 

 

(1) 効率的な業務運営体制の確立

 

ア 独立行政法人労働安全衛生総

合研究所(以下「研究所」とい

う。) の組織体制は柔軟なもの

とし、この中期計画の遂行状況

を踏まえて適宜見直しを行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

第1 業務運営の効率化に関する措

置 

1 効率的な業務運営体制の確立 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 効率的な業務運営体制の確立 

 

ア 柔軟な組織体制と運営体制の実

現と見直し 

本部機能の強化を引き続き進め、

柔軟で効率的な組織運営を図る。ま

た、中期計画の遂行状況を踏まえて

適宜見直しを図る。 

平成21年12月25日に閣議決定さ

れた「独立行政法人の抜本的な見直

しについて」に基づく見直し・検証

等に対して、適切に対応する。 

業務責任者を適材適所で任命し、

中期計画で指定されている業務を

的確かつ効率的に遂行する。 

第1 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき事項 

1 効率的な業務運営体制の確立 

独立行政法人労働安全衛生総合研究所中期計画(以下「中期計画」とい

う。) に基づき平成22年度計画を作成し、厚生労働大臣に届け出るととも

に、研究所のホームページに公表した。 

 

 

 

 

 

(1) 効率的な業務運営体制の確立 

 

ア 柔軟な組織体制の実現と見直し 

・ 内部統制の確立及び研究所内における情報伝達の円滑化を図る観点か

ら、平成21年度に見直した諸会議を継続し、研究所業務の日常的な意思決

定及び進捗管理を行う場として理事長・理事・総務部長・研究企画調整部

長等を構成員とする「理事長打合せ」を原則として週1回、業務執行状況の

報告及び検証を行う場として監事（業務・会計）を含めた全役員及び3研究

領域長等が出席する「役員会議」を原則として2か月に1回、それぞれ開催

した。また、平成20年度まで、清瀬地区と登戸地区で別々に開催していた

「部長等会議」については、平成21年度以降TV会議システムを活用し、両

地区合同の会議として開催した。 

・ 平成21年12月25日に閣議決定された「独立行政法人の抜本的な見直しにつ

いて」に基づき、見直し・検証等を行った。 

・ 中期計画に示された24の評価項目等の業務運営を的確かつ効率的に遂行す
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 産業安全分野及び労働衛

生分野に係る調査及び研究

を一体的に実施できる体制

を構築すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 労働安全衛生研究に係る企画

調整業務及び国際情報管理業務

の一元化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成20年度に施行された「研究開発

システムの改革の推進等による研

究開発能力の強化及び研究開発等

の効率的推進等に関する法律(平成

20年法律第63号。以下「研究開発力

強化法」という。)」の各種措置を

推進する。 

 

イ 調査研究管理の一元化 

清瀬、登戸両地区の研究企画調整

業務、労働災害調査分析業務及び国

際情報・研究振興業務の一層の一元

化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るため、前年度に引き続き、清瀬・登戸両地区に項目ごとの業務担当者を適材

適所に配置し、項目ごとに年度計画を策定した上で両地区が一体となって業務

を推進した。 

・研究開発力強化法に基づき、平成23年1月1日付けで「人材活用等に関する方

針」を策定し、研究所のホームページに公表した。 

 

 

 

イ  調査研究管理の一元化 

・ 研究企画調整部を中心として、それぞれの地区において内部研究評価

会議（中間・期末）を開催するとともに、全研究課題を対象に統一的な基

準に基づく内部研究評価を行った。また、プロジェクト研究等重点研究12

課題を対象として、外部研究評価会議を開催し、外部識者の視点からの評

価を併せて行った。これらの評価結果を基に、研究計画の再精査や予算配

分の見直しを行った。 

・ 平成21年度に統一した清瀬・登戸両地区における研究員の個人業績評

価システムを引き続き活用し、年度末に両地区合同の評価会議を開催し、

研究員の業績評価を行い、この結果を昇給・昇格等の人事管理に反映させ

た。 

・ 労働災害調査分析センター及び国際情報・研究振興センターにおいて、

それぞれ清瀬地区及び登戸地区の合同部会等を必要に応じて開催する等に

より業務の一元化を進めた。 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

ウ 研究員の採用に当たって

は、資質の高い人材を広く求

めることができるよう工夫

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

エ 調査及び研究に直接携わ

らない間接部門の合理化を

図ること。 

 

 

 

 

オ 業務・システムの最適化を

図り、業務の電子化等による

効率的な業務運営体制とす

ること。 

 

 

 

ウ 資質の高い人材を幅広く登用

するため、研究員の採用に当た

っては、公募による選考採用や

任期付任用を活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

エ 総務部門を一元化し業務運営

の効率化を図るとともに、定型

業務の外部委託化の推進等を図

る。 

 

 

 

オ 所内各種文書について、効率

的かつ体系的な整理・保管や情

報の処理が可能となるよう電子

化・データベース化を推進する

等により、業務・システムの最

適化を図る。 

 

ウ 人材の登用 

人材活用等に関する方針(第6の

1(1))に基づき、公募による資質の

高い人材の採用に努める。また、研

究員がその能力を十分に活かせる

よう、研究環境の整備に努める。 

 

 

 

 

 

エ 総務部門の一元化 

清瀬、登戸両地区の総務部門の業

務の一元化を進める。 

総務部門と研究企画調整部門と

の業務連携を強め、調査研究業務の

効率化を図る。 

 

オ 業務・システムの効率化等 

文書の体系的な整理・保管、情報

処理が可能となる電子化・データベ

ース化を推進し、清瀬、登戸両地区

の文書フォーマットの統一化を引

き続き進める。 

テレビ会議の活用を引き続き進

ウ 人材の登用 

・ 研究者人材データベース（JREC-IN）への登録、学会誌への公募掲載等、

産業安全及び労働衛生の研究を担う資質の高い任期付研究員の採用活動を

行った。 

・ 前年度に任期付研究員として採用内定した 7名を平成 22 年 4月 1 日付

けで採用するとともに、平成 22 年度の任期付研究員の公募に応募した 17

名の中から、1名を平成 23 年 4月 1日付採用予定者として内定した。 

・ 平成 20 年度に任期付研究員として採用した 6名について審査を行い、

2名を平成 23年 4月 1日付採用予定の任期を付さない研究員として採用内

定した。 

 

エ 総務部門の一元化 

・ 総務部門の効率化を図る観点から、平成 22 年度当初に総務部門の人員

削減（4 人）を行い、人事業務及び会計業務の清瀬地区への一元化を図っ

た上、平成 23 年度から、さらなる人員削減（3人）を行うことを決定した。 

 

 

 

オ 業務・システムの効率化等 

・ 業務の効率化及び情報伝達の円滑化を図る観点から、平成 21 年度に統

合したグループウェアの充実を図り、スケジュールや施設管理、各種規程

等の情報管理の一元的な運用を引き続き実施した。 

・ 業務の効率化を進めるため、平成 20 年度に導入した TV 会議システム、

平成 21 年度に導入した電子決裁システムを積極的に活用した。 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

(2) 内部進行管理の充実 

業務の進行状況を組織的か

つ定期的にモニタリングし、必

要な措置を、適時かつ迅速に講

じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 内部進行管理の充実 

ア 調査研究業務の効率的な推進

を図るため、研究の進行状況や

業務の実施状況を管理するシス

テム(以下「研究管理システム」

という。) を構築し、適宜見直

しを図る。 

 

イ 研究管理システムを活用し

て、研究実施状況を定期的に把

握し、その結果を研究管理・業

務運営に反映させる。 

 

ウ 研究管理システムを活用し

て，研究員の業績評価を適切に

行う。なお、業績評価に当たっ

ては、調査研究業務以外の業務

の実績についても評価できるよ

う配慮する。 

 

 

 

 

める。 

 

(2) 内部進行管理の充実 

ア 効率的な研究業務の推進 

調査研究の進行状況を定期的か

つ一元的に把握し、評価する研究管

理システムを活用し、研究実施状況

及びその評価結果を研究管理・業務

運営に反映させることにより、調査

研究業務の効率的な推進を図る。 

 

 

 

 

 

イ 研究職員の業績評価 

役職に着目した業績評価基準の

導入等現行の業績評価基準、評価方

法等の見直しを行い、研究職員の業

績をより適切かつ総合的に評価す

る。 

 

 

 

 

 

 

(2) 内部進行管理の充実 

ア  効率的な研究業務の推進 

・ 各研究グループにおける日常的な研究の進捗管理、所内及び所外での

研究発表を目的とした研究討論会、労働災害調査報告会、行政支援研究報

告会等における討議、内部・外部研究評価会議の開催による厳正な課題評

価等から成る研究管理システムを活用して、調査研究の質の維持・向上を

図るとともに、これらの進行状況を定期的に部長等会議や理事長打合せ、

役員会議等に報告・検証することを徹底し、調査研究の的確な内部進行管

理を行った。 

・ 調査研究の実施状況及び業績を研究企画調整部において一元的かつ定

期的に把握し、研究予算の執行管理に活用するとともに、業務の弾力的か

つ効率的な運営に反映させた。 

 

イ  研究員の業績評価 

・ 研究員の評価については、内部研究評価規程を改正し、①研究業績、

②対外貢献、③所内貢献（研究業務以外の業務を含む貢献）の評価項目の

観点からの業績評価を行った。当該業績評価は、公平かつ適正に行うため、

研究員の所属部長、領域長、役員等が多面的に評価を行うシステムとした。 

なお、平成 21 年度に統一した清瀬・登戸両地区における研究員の個人業

績評価システムを引き続き活用した。また、評価結果については、部長等

への昇格・昇任人事等に反映させるとともに、評価結果に基づく優秀研究

者表彰（2名）及び若手研究者表彰（2名）を行い、研究員のモチベーショ

ンの維持・向上に役立てた。 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

(3) 業務運営の効率化に伴う

経費削減 

運営費交付金を充当して行

う事業については，統合によ

る効果を最大限発揮して経費

の削減を行うこととし、中期

目標期間中において、新規追

加・拡充部分を除き、平成17

年度の運営費交付金(独立行

政法人産業安全研究所及び独

立行政法人産業医学総合研究

所の平成17年度運営費交付金

の合算値。統合による合理化

額を除く。) から一般管理費 

(退職手当を除く。) について

15％、事業費 (退職手当を除

く。) について5％に相当する

額を節減すること。 

また、「行政改革の重要方針」

(平成17年12月24日閣議決定)

を踏まえ、平成 18 年度以降の 5

年間において国家公務員に準

じた人件費削減の取組を行う

こと。あわせて、国家公務員の

給与構造改革を踏まえ、給与体

(3) 業務運営の効率化に伴う経費

削減 

ア 省資源、省エネルギーを推進

し経費を節約するとともに、業

務処理への情報通信技術の活

用や定型業務の外部委託化並

びに間接部門の合理化及び研

究部門の見直し等を適宜行い、

経費の節減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 関係省庁、公益の団体、企業

等からの競争的研究資金、受託

研究等の獲得に努める。 

 

 

(3) 業務運営の効率化に伴う経費

節減 

ア 経費の節減 

温室効果ガス排出の抑制のため

の実施計画に基づく具体的な措置

の推進、IT 技術の活用、定型業務

の外部委託、間接部門の合理化等の

見直しを行うとともに、事業費にお

ける冗費を点検し、経費の節減を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 競争的研究資金、受託研究の獲

得 

関係省庁、公益団体、企業等の競

争的研究資金に積極的に応募する

とともに、受託研究等について積極

(3) 業務運営の効率化に伴う経費削減 

 

ア 経費の節減 

・ 調達に関して平成22年4月に策定した随意契約等見直し計画に基づき、

公告期間の延伸、仕様内容の見直し、及び入札参加要件の緩和等を行い、

一般競争入札による調達を徹底することにより透明性・競争性を確保する

とともに、経費節減を図ったところである。平成 20 年度に 9件約 116 百万

円であった随意契約は、平成 21 年度は 5 件約 34 百万円、平成 22 年度にお

いては 5 件約 36 百万円となった。一方、競争性のある契約は、平成 20 年

度の 78 件約 761 百万円から、平成 21 年度は 95 件約 641 百万円、平成 22

年度においては 81 件約 666 百万円となった。 

・ 平成 21 年度に統合したグループウェアにより、スケジュールや施設管

理、各種規程等の情報管理の一元的な運用を行うとともに、ＴＶ会議シス

テムの一層の活用等により、清瀬・登戸両地区間の移動時間、交通費等の

削減を行い、業務の効率化を図った。 

・ 光熱水料を研究棟ごとに月次で把握し、省資源・省エネの徹底を働き

かけるとともに、日照時間帯の廊下等の照明の完全消灯、昼休み時間中の

消灯等を推進し、光熱水料を対平成 20 年度比で 24 百万円、率にして 22.5%

削減、対平成 21 年度比で 5百万円、率にして 5.6%削減した。 

 

イ 競争的研究資金、受託研究の獲得 

・ 競争的研究資金等の外部研究資金の獲得について、公募情報の共有・提

供や若手研究員に対する申請支援等の組織的な取組を行い、文部科学省及び

日本学術振興会科学研究費補助金 14 件(うち研究代表者 10 件)、厚生労働科

学研究費補助金 9 件(うち研究代表者 2 件)の合計 23 件 4,347 万円の競争的
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

系の見直しを進めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 研究施設・設備の有償貸与、

成果物の有償頒布等知的財産の

活用等の促進を図る。 

 

 

 

 

 

エ 業務運営の徹底した効率化を

図ることにより、中期目標期間終

了時までに、運営費交付金を充当

して行う事業については、統合に

よる効果を最大限発揮して経費

の削減を行うこととし、一般管理

費(退職手当を除く。) について、

平成17年度運営費交付金 (独立

行政法人産業安全研究所、独立行

政法人産業医学総合研究所の平

的に広報することにより、これらの

獲得に努める。 

 

 

 

 

 

ウ 自己収入の確保 

研究施設・設備の有償貸与及び研

究所が発行する成果物の有償頒布

化等を含め、自己収入の確保に努め

る。 

 

 

 

エ 業務運営の徹底した効率化 

中期計画に示された数値目標に

準じた年度予算を作成し、業務運営

を行う。 

 

オ 役職員の給与の見直し 

国家公務員の給与構造改革を踏

まえた役職員の給与の見直しを適

宜行い、引き続き適正な給与水準を

維持する。 

研究資金を獲得した。 

・ 受託研究については、国(厚生労働省)からの 1件、地方自治体からの 1

件、民間機関からの 12 件の合計 14 件 2億 6,964 万 7 千円を獲得した。なお、

受託研究のうち１件は、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）から

の大型受託研究「生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発」(2 億

4,879 万 8 千円)である。 

 

ウ 自己収入の確保 

・ 貸与可能研究施設・設備リストを見直し、貸与可能な施設・設備を 1件

増の 85 件にするとともに、施設・設備の減価償却等に伴う貸与料の適正化

を図った。3000kN 垂直荷重試験機及び局所排気装置性能実験施設等 4 件の

施設・設備について有償貸与し、有償貸与金額は 56 万 7千円となった。 

・ また、著作権料は 2 件 26 万 8 千円となり、これら自己収入の合計額は

総額 83 万 5千円となった。 

 

エ 業務運営の徹底した効率化 

・ 中期計画に示された数値目標に応じた年度予算計画を作成し、その範囲

内で適切な予算の執行に努めるに、的確かつ効率的な業務運営を行った。 

 

オ 役職員の給与の見直し 

・ 平成 22 年度人事院勧告による国家公務員指定職の給与改定に準拠した

役職員の俸給表の改定を行うとともに、期末手当及び勤勉手当についても

国と同様の支給率にすることを盛り込んだ役員報酬規程及び職員給与規

程の改定を行った。 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成17年度運営費交付金 (一般管

理費に係るもの) の合算値。統合

による合理化額を除く。) と比べ

て15％に相当する節減額を、ま

た、事業費 (退職手当を除く。) 

について、平成17年度の運営費交

付金 (独立行政法人産業安全研

究所、独立行政法人産業医学総合

研究所の平成17年度運営費交付

金 (事業費に係るもの) の合算

値。統合による合理化額を除く。) 

と比べて5％に相当する節減額を

見込んだ中期計画の予算を作成

し、当予算により適切な業務運営

を行う。 

また、「行政改革の重要方針」(平

成17年12月24日閣議決定)を踏ま

え、平成18 年度以降の5 年間で、

平成18年 4月 1日に在職する統合

後法人の人員を前提として支払わ

れる人件費を基準として5％以上の

削減を行う。併せて、国家公務員の

給与構造改革を踏まえ、役職員の給

与の見直しを適宜行う。 

 

カ 業績評価に伴う経費節減 

適正な業績評価を通じた経費節

減に努める。 

 

 

キ 計画的な職員の採用 

中期計画に基づき、総人件費抑制

の観点から、計画的な職員採用の実

施に努める。 

 

ク 公共調達の適正化 

契約の締結に当たって、透明性、

競争性等を確保するとともに、契約

監視委員会等での契約の点検を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 業績評価に基づく経費節減 

・ 研究課題については、内部・外部研究評価会議における事前・中間・事後

評価の結果等に基づく研究の中止、研究計画の見直し等の措置を通じて、

経費節減を図った。 

キ 計画的な職員の採用 

・ 中期計画に基づき、計画的な職員採用を行い、総人件費の抑制に努めた。 

 

 

 

ク 公共調達の適正化 

・ 平成22年４月に策定した随意契約等見直し計画に基づき、公告期間の延伸、

仕様内容の見直し、及び入札参加要件の緩和等を行い、一般競争入札による

調達を徹底することにより透明性・競争性を確保するとともに、平成21年12

月に設置した契約監視委員会及び公共調達審査会において契約の点検を行っ

ている。 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

2 効率的な研究施設・設備の

利用 

研究施設・設備の活用状況を

的確に把握するとともに，他の

研究機関等との協力・連携を図

り、研究施設・設備の共同利用

を促進する等、その有効活用を

図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 効率的な研究施設・設備の利

用 

ア 研究施設、研究室の使用状況

を把握し、効率的な利用を進め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 大学、産業安全・労働衛生関

係研究機関及び企業等との研究

協力と連携を図ることにより、研

究施設・設備の共同利用、有償貸

与を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 効率的な研究施設・設備の利用 

 

(1) 使用状況の把握と効率的な利

用 

中期計画に基づいて施設・設備の

効率的な利用を図るため、研究施

設、研究室及び執務室の使用状況を

把握し、利用方法を適宜検討・改善

する。また、研究室の使用を効率化

し、新規採用研究員へさらに積極的

に配分するようにする。 

 

(2) 研究施設・設備の共同利用、有

償貸与 

ホームページへの掲載やメール

マガジンの活用、講演会等での積極

的な広報、共同研究の推進等により

外部貸与対象施設・機器の共同利用

と有償貸与を一層進める。 

 

 

 

 

 

 

2 効率的な研究施設・設備の利用  

 

(1)  使用状況の把握と効率的な利用 

 

・ 退職研究員の研究室を整備し、新規採用研究員や研究室が手狭になった

研究員への配分等を行い、有効活用を図った。 

・ その他、施設管理担当者による定期的な施設の利用状況のモニタリングを

行った。 

 

 

 

 

(2)  研究施設・設備の共同利用、有償貸与 

・ 貸与対象の研究施設・設備リストを見直し、貸与可能な施設・設備を 1

件増の 85 件にするとともに、施設・設備の減価償却等に伴う貸与料の適正

化を図った。3,000kN 垂直荷重試験機及び局所排気装置性能実験施設等の 4

件の施設・設備について有償貸与し、有償貸与金額は 56 万 7千円となった。

［再掲］ 

・ 貸与対象研究施設・設備については、研究所ホームページへの掲載、PR

パンフレットの作成・配布等により、その周知に努めた。 

・ また、東京大学等の研究機関や民間企業との間で 13 件の共同研究（プ

ロジェクト研究等の重点研究課題及び研究員が研究代表者である科学研

究費補助金により実施する研究課題に限る。以下同じ。) により、施設の

共同利用を進めた。 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

第3 国民に対して提供する

サービスその他の業務の質

の向上に関する事項 

 

1 労働現場のニーズの把握 

労働災害防止に必要な科学

技術的ニーズを把握し、これら

労働現場のニーズに対応した

研究、技術支援等を積極的に実

施するため、毎年度、業界団体

や安全管理者、衛生管理者、産

業医等との間で情報交換を行

うとともに、研究所の業務に関

する要望、意見等を聞くことを

目的とする場を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2 国民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するため

とるべき事項 

1  労働現場のニーズの把握と業

務への積極的な反映 

ア 労働安全衛生分野における我

が国の中核的研究機関として社

会から要請されている公共性の

高い業務を適切に実施するため、

労働現場のニーズを的確に把握

し、業務へ積極的に反映させるこ

とを目的とした会合を開催し、業

界団体や第一線の産業安全、労働

衛生に携わる関係者等から意見

や要望等を聞くとともに情報交

換を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2 国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関す

る措置 

 

1 労働現場のニーズの把握と業務

への積極的な反映 

(1) 労働現場のニーズの把握と業

務への反映 

ア 労働安全衛生重点研究推進協

議会において策定される今後10 

年間の労働安全衛生重点研究領

域・優先研究課題の全国的な普

及・推進に努めるとともに、研

究所の研究業務にもこれを反映

させる。また、労働安全衛生研

究の普及・振興を目的とした労

働安全衛生重点研究推進協議会

シンポジウムを運営実施する。 

 

イ 客員研究員等との研究交流会

を開催し、産業医、安全・衛生

管理者等から労働現場の最先端

の研究ニーズを把握するととも

に研究員との共同研究を進め

る。 

第2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する措置 

 

 

 

1 労働現場のニーズの把握と業務への積極的な反映 

 

(1)  労働現場のニーズの把握と業務への反映 

 

ア 労働安全衛生重点研究推進協議会 

・ 労働安全衛生重点研究推進協議会において、今後おおむね 10 年間に

我が国が推進すべき労働安全衛生分野の研究戦略として 3 重点領域と 22

優先課題を策定し、平成 22 年 10 月に報告書を取りまとめるとともに、研

究所のホームページに労働安全衛生研究戦略を掲載し、その普及に努め

た。 

・ 平成 23 年 1 月に労働安全衛生重点研究推進協議会シンポジウムを開

催し、研究所、大学等の研究者による 9テーマの講演を行った。労働安全

衛生に関する専門家、労使関係者を中心に 247 人の参加者を得た。 

 

 

イ 客員研究員・フェロー研究員研究交流会 

・ 平成 22 年 12 月に客員研究員・フェロー研究員研究交流会を開催し、大

学・研究機関・企業等における労働安全衛生分野の研究動向等について意

見・情報交換を行った。 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 行政施策の実施に必要な調

査研究の内容について，行政と

の連絡会議等で把握し，調査研

究業務に反映させる。 

 

 

 

ウ 業界団体や第一線の安全・衛

生管理者等を対象とした労働安

全衛生に関する情報交換会を開

催し、業界団体や第一線の労働

安全衛生に携わる関係者等から

意見や要望等を聞くとともに情

報交換を行う。 

 

エ 労働者健康福祉機構と研究情

報の交換を行い、労働現場の研

究ニーズの把握に努める。 

 

 

オ 産業医科大学との研究交流会

を定期的に開催し、研究ニーズ

の情報交換に努める。 

 

 

(2) 行政ニーズの把握と業務への

反映 

厚生労働省安全衛生部との定期

的な連絡会議、情報交換会等により

行政施策の実施に必要な調査研究

の内容を把握し、調査研究業務に反

映させる。 

ウ 業界団体等との意見・情報交換 

・ 中小企業診断協会城西支部、（社）石灰石鉱業協会保安委員会、（社）日

本作業環境測定協会、日本天然ガス(株)、姉崎地区災害防止対策協議会等を

始めとする業界団体等と、労働安全衛生に関する調査研究について、意見・

情報交換を行った。 

 

 

 

エ 労働者健康福祉機構との研究情報交換会 

・ 労働者健康福祉機構との間で研究情報交換会を開催するとともに、関東

労災病院と共同で行っている腰痛研究、石綿小体の計測等についての共同研

究を引き続き実施し、労働現場の研究ニーズの把握に努めた。 

 

オ 産業医科大学との研究交流会 

・ 平成 22 年 9 月に産業医科大学産業生態科学研究所との間で研究交流会

を開催し、当研究所から 6 課題について研究発表を行うとともに、意見交換

を行った。 

 

(2)  行政ニーズの把握と業務への反映 

・ 業界団体や行政等からの調査研究要望を踏まえて、プロジェクト研究課

題等の研究計画を策定した。 

・ 厚生労働省安全衛生部と研究所との実務レベルの意見・情報交換会を通

じて、労働安全衛生行政上の課題把握に努めるとともに、行政施策の展開の

実施に必要な調査研究テーマについて意見交換を行った。 

・ 厚生労働省安全衛生部からの要請を受けて、法令、構造規格、通達等の
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 労働現場のニーズに沿っ

た研究の実施 

労働現場のニーズへの対応

を通じてその社会的使命を果

たすため、次に掲げる研究の

業務を確実に実施すること。 

(1) プロジェクト研究 

次の重点研究領域におい

て、別紙1（省略）に示す研究

の方向に沿って、プロジェク

ト研究(研究の方向及び明確

な到達目標を定めて，重点的

 

 

 

 

 

 

ウ 産業安全・労働衛生分野に関

連した国内外の学会、会議等に積

極的に参加し、将来生じうる労働

現場のニーズの把握に努める。 

 

 

 

2 調査研究業務の重点的実施 

労働災害防止計画、科学技術基

本計画等を踏まえつつ、以下の調

査研究を実施することにより、労

働現場のニーズ等に対応する。 

 

(1)プロジェクト研究 

中期目標において研究の方向

性を示された重点研究領域につ

いて、次のプロジェクト研究（省

略）を実施する。 

なお、中期目標期間中に、社会

 

 

 

 

 

 

(3) 将来生じうる労働現場のニー

ズの把握 

労働安全衛生に関連した国内外

の学会、会議等に役職員が積極的に

参加し、将来生じうる労働現場のニ

ーズの把握に努める。 

 

2 労働現場のニーズ及び行政ニー

ズに沿った調査及び研究の実施労

働現場のニーズ等に沿った以下の

調査研究業務を実施する。 

 

 

(1) プロジェクト研究等 

中期計画に示したプロジェクト

研究「重点研究領域特別研究」のう

ち10課題(別紙1)(省略)を、研究目

的・実施事項・到達目標等を記載し

た研究計画書にしたがって実施す

改廃に必要な基礎資料を提供することを目的として、「研削盤等構造規格に

関する調査研究」、「鋼管足場用の部材及び付属金具の性能規格化」、「長時間

労働に対する医師による面接指導等の実施状況調査」、「ストレスに関連する

症状・不調として確認することが適当な項目等に関する調査研究」等の調査

研究を実施した。 

 

(3)  将来生じうる労働現場のニーズの把握 

・ 労働安全衛生分野に関連した国内外の学会、会議等に多数の役職員が積

極的に参加し、将来生じうる労働現場のニーズの把握に努めた。 

 

 

 

 

2 労働現場のニーズ及び行政ニーズに沿った調査及び研究業務の実施 

 

 

 

 

 

(1)プロジェクト研究等 

中期計画及び平成22年度計画に基づいて、下記のとおり、プロジェクト

研究を10課題、イノベーション25研究を3課題及びGOHNET研究（労働者の健康

増進に関するWHOアクションプラン）に基づく3課題を実施した。 

〈プロジェクト研究〉 

ア 災害復旧建設工事における労働災害の防止に関する研究［2年目］ 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

に研究資金及び研究要員を配

する研究をいう。)を実施する

こと。 

なお、中期目標期間中に社

会的要請の変化等により、早

急に対応する必要があると認

められるプロジェクト研究課

題が発生した場合には、当該

課題に対応する研究について

も、機動的に実施すること。 

ア 労働者の心身の健康状態

と事故との関連，影響等に

関する研究 

イ  高度の技術を要する重大

な災害の防止対策の研究 

ウ  技術の進歩に伴って発生

する新しい災害や健康影響

に対処するための研究 

エ  過重労働や職場のメンタ

ルヘルスに関する研究 

オ 化学物質や物理的因子等

による職業性疾病に関する研

究 

 

 

的要請の変化により早急に対応

する必要があると認められる課

題が発生した場合には、当該課題

に対応するためのプロジェクト

研究を立案し、5に示す評価を受

けて研究を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。さらに、社会的要請の変化によ

り早急に対応する必要があると認

められる課題として、政府の長期戦

略指針「イノベーション25」に基づ

く研究(イノベーション25研究)の3

課題(別紙2) (省略)及び世界保健機

構(WHO)の「労働者の健康推進に関

するWHOアクションプラン(ゴーネ

ットGOHNET研究)」の3課題(別紙3) 

(省略)を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 初期放電の検出による静電気火災・爆発災害の予防技術の開発に関す

る研究 [初年度] 

ウ 第三次産業で使用される機械設備の基本安全技術に関する研究［3年目］ 

エ 災害多発分野におけるリスクマネジメント技術の高度化と実用化に関

する研究［最終年度］ 

オ オフィス環境に存在する化学物質等の有害性因子の健康影響評価に関

する研究 [初年度] 

カ 勤務時間の多様化等による健康影響の評価に関する研究 [初年度] 

キ メンタルヘルス対策のための健康職場モデルに関する研究［2年目］ 

ク 蓄積性化学物質のばく露による健康影響に関する研究［2年目］ 

ケ 健康障害が懸念される化学物質の毒性評価に関する研究［2年目］ 

コ アーク溶接及び関連作業職場における有害因子に関する調査研究［最

終年度］ 

〈イノベーション25研究〉 

ア 多軸全身・多軸手腕振動曝露の人体への心理・生理影響の評価方法に

関する研究［4年目］ 

イ 作業温熱ストレスの労働生理学的評価と予防対策技術の研究［4 年目］ 

ウ 生体内繊維状物質の高感度・多元的検出とばく露レベルに関する研究

［最終年度］ 

〈GOHNET研究〉 

ア 職業性ばく露と作業関連疾患のアクティブ・サーベイランス －ウェブ

情報システムの開発と活用－ ［最終年度］ 

イ 中小企業における労働安全衛生マネジメントシステムの確立［最終年度］ 

ウ ヘルスケア・ワーカー及びその他の労働者の職業性健康障害［3年目］ 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

(2) 基盤的研究 

将来生じ得る課題にも迅速

かつ的確に対応できるよう、

基盤的な研究能力を継続的に

充実・向上させるため、国内

外における労働災害、職業性

疾病、産業活動等の動向を踏

まえ、別紙2（省略）に示す研

究領域において、基盤的な研

究を戦略的に実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 基盤的研究 

科学技術の進歩、労働環境の変

化、労働災害の発生状況等の動向

を踏まえつつ、中期目標の別紙 2

の研究領域において、長期的視点

から労働安全衛生上必要とされ

る基盤技術を高度化するための

研究及び将来のプロジェクト研

究の基盤となる萌芽的研究等を、

毎年度研究計画を作成して実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 基盤的研究 

研究所の研究基盤を充実させる

ための基礎的研究及び将来のプロ

ジェクト研究等の基盤となる萌芽

的研究として42課題(別紙4)を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 基盤的研究 

・ 基盤的研究として、13研究領域48課題を実施した。このうち、17課題

については、大学、民間企業等外部機関との共同研究として実施した。 

・ 基盤的研究についても、プロジェクト研究等と同様、研究実施の背景、

研究目的、実施スケジュール等を記載した研究計画書を作成して、その計

画的な実施に取り組んだ。また、全ての研究課題について、研究計画及び

研究の進行状況等を内部評価委員会で評価し、その結果を予算配分や研究

計画の見直し等に反映させた。 

・ 「着火・爆発による災害の防止に関する研究領域」においては、平成23

年度から開始するプロジェクト研究「貯槽の保守、ガス溶断による解体等の作

業での爆発・中毒災害の防止に関する研究」の萌芽的研究として、「爆発・火

災災害における要因分析」、「爆発火災リスクアセスメントツールの開発」及

び「サブミクロン粉じんの発火・爆発性に関する研究」を実施し、貯層での爆

発に関する事例分析、爆発火災に関するリスク解析技術、粉じん等の危険性デ

ータの収集等多岐にわたる技術的な成果を得た。 

・ 「労働現場における疫学的研究に関する研究領域」においては、平成23

年度から開始するプロジェクト研究「建設業における職業コホートの設定と労

働者の健康障害に関する追跡調査研究」の萌芽的研究として、「建設業労働者

の死因に関するコホート研究」を実施し、建設労働者の作業態様や身体に関す

る自覚症状、職歴や既往歴、死因等の情報について多面的な解析を行うことで

貴重なデータの収集を行うことができた。 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

3 学際的な研究の推進 

労働災害の原因が輻輳化し

ていることを踏まえ、産業安全

分野、労働衛生分野それぞれの

研究者の知見を活用した学際

的研究を推進すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 研究項目の重点化 

労働現場のニーズや社会

的・経済的意義等の観点から基

盤的研究課題を精査し、プロジ

3 学際的な研究の実施 

ア 学際的な研究を推進するた

めの体制を検討し、構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 研究評価に当たっては、学際

的研究の推進という観点を含め

て行うこととし、当該評価の結

果を踏まえ、学際的研究を積極

的に行う。 

 

4 研究項目の重点化 

研究課題の評価結果等を踏ま

え、中期目標期間中の基盤的研究

の年平均研究課題数を前中期目

3 学際的な研究の実施 

(1) 学際的な研究体制の検討と構

築 

研究所の中核的な研究であるプ

ロジェクト研究等を含め、産業安全

と労働衛生の両者の研究員の知見

を活用した学際的研究を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 学際的研究の評価 

研究所の各研究課題について、学

際的な観点からの評価を行い、この

評価結果を踏まえ学際的研究の一

層の推進を図る。 

 

4 研究項目の重点化 

基盤的研究の課題数を前中期目

標期間平均数の7割以下を目標と

し、プロジェクト研究に重点化を図

3 学際的な研究の実施 

(1) 学際的な研究体制の検討と構築 

・ 産業安全を専門とする研究員と労働衛生を専門とする研究員から構成

される環境研究領域が中心となって、双方の専門性・知見を活用した学際

的研究を推進するとともに、清瀬地区及び登戸地区でそれぞれ実施してい

る研究討論会の対象を両地区の全研究員とすることにより、情報の共有化

を推進した。 

・ 産業安全と労働衛生の分野横断的な研究として、2 つのプロジェクト

研究等「第三次産業の災害防止対策に関連する技術基準等の提案」及び「作

業温熱ストレスの労働生理学的評価と予防技術」並びに厚生労働科学研究

費補助金による「加齢に伴う心身機能の変化と労働災害リスクに関する研

究」を実施し、研究について、産業安全を専門とする研究員と労働衛生を

専門とする研究員が参画し、研究成果の相乗効果を発揮する研究を推進し

た。 

 

(2) 学際研究の評価 

・ 内部評価委員会及び外部評価委員会において、前年度に引き続き、産

業安全・労働衛生両分野の委員から学際的視点からの評価を受けた。 

 

 

 

4 研究項目の重点化 

・ 中期計画及び平成22年度計画に基づいて、プロジェクト研究への重点

化を図ることにより、プロジェクト研究を10課題実施した。また、政府の

長期戦略指針「イノベーション25」に基づく3課題及び当研究所がWHO(世界保
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

ェクト研究に重点化を行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

5 研究評価の実施及び評価

結果の公表 

研究業務を適切に推進する

観点から、「国の研究開発全般

に共通する評価の実施方法の

在り方についての大綱的指針」

(平成 17 年 3 月 29 日内閣総理

大臣決定)に基づき、研究課題

について第三者による評価を

積極的に実施し、その結果を研

究業務に反映するとともに、評

価結果及びその研究業務への

反映内容を公表すること。 

 

 

 

標期間(独立行政法人産業安全研

究所、独立行政法人産業医学総合

研究所の中期目標期間(平成 13

年度から平成 17 年度)の基盤的

研究課題数の合算値)の年平均研

究課題数に比して 20％程度減少

させて、プロジェクト研究に重点

化を行う。 

 

5 研究評価の実施 

(1)内部研究評価の実施 

研究業務を適切に推進するた

め、研究管理システムを活用し、

すべての研究課題について、研究

課題の意義、研究の達成目標、研

究計画の妥当性、研究成果等に関

する評価を定期的に実施し、評価

結果を研究管理に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 研究評価の実施 

(1) 内部研究評価の実施 

全ての研究課題と個人業績につ

いて専門的、客観的、総合的かつ公

正な観点から評価をする。さらに、

評価結果を研究管理、昇給等の人事

管理等に反映させ、業務の効率化を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

健機関)の労働衛生協力センターとして指定されたことを受けて平成20年度か

ら開始したGOHNET研究（労働者の健康増進に関するWHOアクションプラン）に

基づく3課題をプロジェクト研究と並ぶ重点研究課題として位置付け、これ

らの研究課題を実施した。 

・ 基盤的研究課題の平成 18 年度から平成 22 年度までの 1 年当たりの平

均数は 65.0 課題となり、前中期目標期間における 1年当たりの平均数 102

課題との比較では、36.3%の減少となった。 

 

 

5 研究評価の実施 

(1) 内部研究評価の実施 

・ 平成22年4月に、内部評価規程の改正を行い、追跡評価の実施に関する項

目を追加した。また、評価の公平性、透明性、中立性の一層の向上を図るた

め、事前評価は、目標設定、研究計画、研究成果の活用・公表、学術的視点

等の5項目について、中間評価及び事後評価については目標達成度、行政的・

社会的貢献度、研究成果の公表、学術的貢献度等の5項目についてそれぞれ5

段階の評価を行い、その結果を研究計画、予算配分等の見直しに反映した。 

・ 研究員について引き続き、①研究業績、②対外貢献、③所内貢献（研

究業務以外の業務を含む貢献）の観点からの業績評価を行った。当該業績

評価は、公平かつ適正に行うため、研究員の所属部長等、領域長、役員等

が多面的に評価を行うシステムとした。[再掲] 

また、評価結果については、部長等への昇格・昇任人事等に反映させる

とともに、評価結果に基づく優秀研究者表彰（2 名）及び若手研究者表彰

（2名）を行い、研究員のモチベーションの維持・向上に努めた。[再掲] 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)外部研究評価の実施 

ア 研究業務を適切に推進するた

め、プロジェクト研究について、

研究課題の意義、研究の達成目

標、研究計画の妥当性，研究成

果等に関する外部の第三者によ

る評価(事前・事後評価及び必要

な場合は中間評価)を実施し、評

価結果を研究管理・業務運営へ

反映させる。 

 

 

 

 

 

 

イ 外部評価の結果及びその研究

への反映内容については、当該評

価結果の報告を受けた日から3か

月以内に研究所ホームページに

おいて公表する。 

 

 

 

 

(2) 外部研究評価の実施 

ア 外部評価の実施 

労働安全衛生分野の専門家及び

労使関係者等から構成される第三

者による外部研究評価委員会を開

催し、プロジェクト研究等につい

て評価を実施し、評価結果を研究

予算の配分等の研究管理に反映さ

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 外部評価の結果の公表 

外部研究評価委員会の評価結

果及び業務への反映について、当

該評価結果の受理日より3か月以

内に研究所のホームページに公

表する。 

 

 

 

(2) 外部研究評価の実施 

ア 外部評価の実施 

・ 平成22年4月に、外部評価規程の改正を行い、追跡評価の実施に関する項

目を追加した。また、評価の公平性、透明性、中立性の一層の向上を図るため、

事前評価は、目標設定、研究計画、研究成果の活用・公表、学術的視点等の5

項目について、中間評価及び事後評価については目標達成度、行政的・社会的

貢献度、研究成果の公表、学術的貢献度等の5項目についてそれぞれ5段階の評

価を行うこととした。平成22年12月に開催した外部評価会議においては、産業

安全・労働衛生の両分野を含む外部有識者委員により、プロジェクト研究

（11課題）、イノベーション25研究（1課題）の計12課題を対象に、行政的・

社会的貢献度も含めた事前、中間及び事後の評価を行った。評価結果を踏

まえ、研究計画の見直しを行う等、評価結果を研究管理、人事管理等に反映

させた。 

・ 評価委員の内訳は、産業安全及び労働衛生の両分野の学識経験者がそ

れぞれ5名、経済界、労働界等の有識者が3名であった。 

 

イ 外部評価の結果の公表 

・ 平成 22 年度の外部研究評価結果を当該評価結果受理日から 3か月以内

に報告書として取りまとめ、研究所ホームページで公開した。本報告書は、

評価結果及びその研究業務への反映から構成されている。 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

6 成果の積極的な普及・活用 

調査及び研究の成果の普

及・活用を促進するため、積極

的な情報の発信を行うこと。 

(1) 労働安全衛生に関する国

内基準、国際基準の制改定

等への科学技術的貢献 

調査及び研究で得られた科

学的知見を活用し、国内外の

労働安全衛生に関する国内基

準、国際基準の制改定等に積

極的に貢献すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 学会発表等の促進 

中期目標期間中における学

会発表(事業者団体における講

演等を含む。) 及び論文発表

(行政に提出する災害調査報告

6 成果の積極的な普及・活用 

 

 

 

(1) 国内外の基準制定・改定への

科学技術的貢献 

 

行政機関、公的機関、国際機関

等の要請があった場合には、労働

安全衛生に関する JIS 規格、ISO

規格等、国内基準、国際基準の制

定・改定等のための検討会議に必

要に応じて参加し、専門家として

の知見、研究成果等を提供する。

 

 

 

 

 

 

(2)学会発表等の促進 

研究管理システムを活用して、

国内外の学会、研究会、事業者団

体における講演会等での口頭発

表、原著論文等の論文発表(研究

6 成果の積極的な普及・活用 

 

 

 

(1) 国内外の基準制定・改定への科

学技術的貢献 

 

行政、公的機関及び国際機関等の

要請に基づき、労働安全衛生に関す

る国内及び国際基準の制定・改定等

のための検討会議に研究所の役職

員を参加させるとともに、専門家と

しての知見、研究所の研究成果等を

提供する。 

 

 

 

 

 

 

(2) 原著論文、学会発表等の促進 

 国内外の学会、研究会、講演会

等での口頭発表、原著論文等の論

文発表(研究所刊行の研究報告、

行政に提出する災害調査等報告、

6 成果の積極的な普及・活用 

 

 

 

(1) 国内外の基準制定・改定への科学技術的貢献 

ア 基準制定・改訂等のための検討会議等 

・ 「工作機械の安全」、「静電気安全」、「機械振動及び衝撃」、「温熱環境」、

「工業用ナノ材料」等の分野を始めとして、ISO、IEC、OECD、JIS 等国内

外の基準制定・改定に関する 70 件の国内委員会・検討会に研究員が委員

長等として参画するとともに、これら国際機関が主催する国際会議に研究

員が我が国の代表等として出席した。 

 

イ 行政からの要請に基づく調査研究 

・ 行政からの要請を受けて、法令、構造規格、通達等の改廃に必要な基

礎資料を提供することを目的として、「研削盤等構造規格に関する調査研

究」、「鋼管足場用の部材及び付属金具の性能規格化」、「長時間労働に対す

る医師による面接指導等の実施状況調査」、「ストレスに関連する症状・不

調として確認することが適当な項目等に関する調査研究」等の調査研究を

実施した。［再掲］ 

 

(2) 学会発表等の促進 

・ 平成22年度の講演・口頭発表等は345回となり、平成22年度計画に掲げ

た数値目標340回に対して5件上回った。また、論文発表等は403報となり、

同目標の170報の2.4倍となった。 

・ 論文発表等の内訳は、原著論文81編、原著論文に準ずる学会発表の出
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

書、その他国内外の労働安全衛

生に係る調査報告書を含む。) 

の総数を、それぞれ 1,700 回以

上及び 850 報以上とすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) インターネット等による調

査及び研究成果情報の発信 

調査及び研究の成果につい

ては、原則として研究所ホー

ムページに掲載すること。 

また、調査及び研究の成果の

事業場等での利用を進めるた

め、一般誌等での成果の普及を

図ること。 

 

所刊行の研究報告、行政に提出す

る災害調査報告書、労働安全衛生

に係る国内外の調査報告書を含

む。) を積極的に推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) インターネット等による調

査及び研究成果情報の発信 

ア 中期目標期間中における公表

論文については、原則として概

要等を研究所ホームページにお

いて公開する。 

 

 

 

 

労働安全衛生に係る国内外の調

査報告書を含む。)を積極的に推

進する。講演・口頭発表等340回、

論文発表等170報程度を目標とす

る。 

また、論文の引用件数を論文の

質を評価する指標のひとつとし

て捉え、論文の質の向上に努め

る。 

さらに、労働災害の原因調査等

の実施を今後の研究に結びつけ

ることにより、研究及び災害調査

の質的向上、研究員の能力向上に

努める。 

 

(3) インターネット等による研究

成果情報の発信 

ア 研究成果の公開 

公表論文や調査研究の成果に

ついて、原則として概要等を研究

所のホームページに公開すると

ともに、研究所が発行する国際学

術誌「Industrial Health」及び

和文学術誌「労働安全衛生研究」

については、その掲載論文全文を

版物44編、著書30編、行政報告書等102編、その他の専門家向け出版物等146

編であった。 

・ これらの内、国際学会における講演・口頭発表等は85件、英文による

原著論文及び原著論文に準ずる学会発表の出版物80編であった。 

・ 静電気学会功績賞、Behavioral Medicine国際大会奨励賞等11人の研究

員が学会賞を受賞した。 

・ 全研究員を対象とした災害調査報告会を開催することにより、災害調

査の質的向上、研究との連携の強化等の面で研究員の能力向上に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) インターネット等による研究成果情報の発信 

 

ア 研究成果の公開 

・ 「親しまれる研究所ホームページ」をコンセプトとして、内容の充実

に努め、研究所が刊行する国際学術誌「Industrial Health」や和文学術誌

「労働安全衛生研究」、特別研究報告等の掲載論文や、安全資料等の研究

成果の全文を公開するともに、閲覧者の利便性向上の観点から、必要に応

じて日本語・英語による要約を併せて公開した。 

 また、和文学術誌「労働安全衛生研究」についても、国際学術誌

「Industrial Health」と同様、J-STAGE(科学技術情報発信・流通統合シス
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 年報、研究所ニュース等を発

行し、広く関係労働安全衛生機

関、産業界へ研究成果の広報を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究所のホームページ及び

J-stage(独立行政法人科学技術

振興機構が運営する研究者向け

情報発信支援システム)に公開す

る。 

また、音声によるホームページ

読み上げ機能を活用し、障害者を

含めた利用者に、研究所が公開す

る情報により容易にアクセスで

きるよう努める。 

 

イ 年報、研究所ニュース等の発行 

平成21年度労働安全衛生総合

研究所年報、研究所ニュース(メ

ールマガジン)等を発行し、広く

関係労働安全衛生機関、産業界へ

研究成果の広報を図る。 

平成21年度に終了した以下の

プロジェクト研究及びイノベー

ション25研究について、「特別研

究報告」を発行する等により、そ

の研究成果の広報を図る。 

・ 事故防止のためのストレス予

防対策に関する研究 

・ 第三次産業の小規模事業所に

テム／(独)科学技術振興機構)で公開した。 

 なお、研究所ホームページへのアクセス件数は、対前年比46％増の448

万件に達した。 

・ 障害者を含めた利用者が音声読み上げソフトを活用して研究所がホームペ

ージで公開する情報に容易にアクセスできるよう、ホームページの構成の見直

しを行った。 

 

 

 

 

 

イ 年報、研究所ニュース等の発行 

・ 平成21年度労働安全衛生総合研究所年報を発行するとともに、安衛研ニ

ュース(メールマガジン)に、役職員によるコラム欄を設けるなど内容の充

実を図った上で、対前年比22％増の783アドレスに対して月1回配信し、内

外における労働安全衛生研究の動向、研究所主催行事、刊行物等の情報提

供を行った。 

・ 特別研究報告SRR-No.40を刊行し、平成21年度に終了した以下のプロジ

ェクト研究及びイノベーション25研究について、その研究成果の広報を図っ

た。 

① 事故防止のためのストレス予防対策に関する研究 

② 第三次産業の小規模事業所における安全衛生リスク評価法の開発に関

する研究 

③ 危険・有害物規制の調和のための統一的危険・有害性評価体系の構築に

関する研究 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 事業場における労働安全衛生

水準の向上に資するため，研究成

果を活用した事業場向け技術ガ

イドライン等を適宜発行すると

ともに、研究成果の一般誌等への

寄稿を積極的に行う。 

 

 

 

 

おける安全衛生リスク評価法の

開発に関する研究 

・ 危険・有害物規制の調和のた

めの統一的危険・有害性評価体

系の構築に関する研究 

・ 高圧設備の長期間使用に対応

した疲労強度評価手法に関する

研究 

・ 先端産業における材料ナノ粒

子のリスク評価に関する研究 

・ 誘導結合プラズマ質量分析計

及びその他の機器による労働環

境空気中有害金属元素測定方法

の規格制定に関わる研究 

 

ウ 技術ガイドライン等の発行と研

究成果の一般誌等への寄稿 

事業場における労働安全衛生

水準の向上に資するため、研究成

果を活用した事業場向け技術ガ

イドライン等を適宜発行すると

ともに、研究成果の一般誌等への

寄稿を積極的に行う。 

 

 

④ 高圧設備の長期間使用に対応した疲労強度評価手法に関する研究 

⑤ 先端産業における材料ナノ粒子のリスク評価に関する研究 

⑥ 誘導結合プラズマ質量分析計及びその他の機器による労働環境空気中有

害金属元素測定方法の規格制定に関わる研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 技術ガイドライン等の発行と研究成果の一般誌等への寄稿 

・ 以下の刊行物を刊行し、行政機関や関係の業界団体に配布するとともに

研究所ホームページに全文掲載した。 

① 安全資料(SD-No.26)「機械サーボプレスの急停止時間の決定方法に関

する研究」 

② 安全資料(SD-No.27)「食品機械を対象とした労働災害分析」 

③ 安全資料(SD-No.28)「大型建設機械の不安定性と転倒防止のための安

全要件」 

・ 一般誌等に74件の論文・記事を寄稿し、研究成果のより分かりやすい

普及等に積極的に努めた。 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

(4) 講演会等の開催 

調査及び研究の成果の一般

への普及を目的とした講演会

等の開催や研究所の一般公開

を積極的に実施し、主要な調

査及び研究成果の紹介及び研

究施設の公開を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 講演会、一般公開の開催等 

ア 調査及び研究成果の普及を目

的とし、職場における労働安全衛

生関係者を含めた幅広い領域の

人々を対象とした講演の機会を

他機関との共催等を含め、年平均

3回設け、発表・講演を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 一般公開日を設け、研究所の

一般公開を実施し、調査及び研究

 

 

 

 

 

(4) 講演会等の開催 

ア 「厳しい経済状況下における労

働安全衛生～働く人の命と健康

を守る～」(仮題)をテーマとする

安全衛生技術講演会を、11月に国

内3都市で開催する。また、ソウ

ル産業大学等との共催により、国

際産業安全衛生シンポジウム

(ISISH 2010)を開催するほか、他

機関との講演会等の共催を推進

する。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 4月に清瀬地区及び登戸地区の

一般公開を実施し、研究成果の紹

・ 国内のテレビ・ラジオからの取材6件のほか、韓国のテレビ局（KBS、

MBC）からの、日本の実験室の安全対策、職場のメンタルヘルス対策等に関

する取材に協力した。また、腰痛対策やヒューマンエラー防止対策ガイド

ブック、睡眠等に関連した新聞・雑誌からの取材20件に協力した。 

 

(4) 講演会等の開催 

ア 安全衛生技術講演会等の開催 

・ 「安全衛生技術講演会」を平成22年11月に大阪市及び広島市、12月に

東京都の3都市において開催した。「厳しい経済状況下における労働安全衛

生～働く人の命と健康を守る～」をテーマとし、5名の研究員及び1名の外部

講師による講演を行った。参加者は、企業の管理者・安全衛生担当者を中

心に全体で611名であった。参加者へのアンケート調査によれば、講演会の

評価が「とても良かった」と「良かった」をあわせて93％であった。 

・ 平成22年11月にソウル科学技術大学等との共催により、「北東アジア

における労働安全衛生研究の最前線」をメインテーマとして、東京で国際産

業安全衛生シンポジウム（ISISH2010）を開催した。参加者総数は、125名

であった。 

・ 平成 23 年 1 月に労働安全衛生重点研究推進協議会シンポジウムを開催

し、研究所、大学等の研究者による 9テーマの講演を行った。労働安全衛生

に関する専門家、労使関係者を中心に 247 人の参加者を得た。［再掲］ 

・ その他民間機関との共催による講演会等として、（社）日本粉体工業

技術協会との共催による粉じん爆発・火災安全研修会、四国電力需用者協

会との共催による電気関係災障害防止対策講習会を開催した。 

イ 研究所の一般公開等 

・ 清瀬地区で平成22年4月21日に、登戸地区で同年4月18日に、それぞれ
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

(5) 知的財産の活用促進 

研究の成果については、特許

権等の知的財産権の取得に努

めること。また、研究所が保有

する特許権のうち実施予定の

ないものについては、当該特許

権の実施を促進するため，その

全数について、積極的な公表を

行い、知的財産の活用を促進す

ること。 

 

 

7 労働災害の原因の調査等

の実施 

厚生労働大臣の求めに応じ

て、迅速かつ適切に労働災害

の原因の調査等を実施するこ

と。 

 

成果の紹介及び研究施設の公開

を行う。また、随時の見学希望者

に対しても、その専門分野、要望

に応じて柔軟に対応する。 

 

 

(5) 知的財産の活用促進 

国立試験研究機関等技術移転

事業者(TLO)を活用して特許権の

取得を進めるとともに，研究所が

保有する特許権のうち実施予定

のないものについては、特許流通

データベースへの登録、研究所ホ

ームページでの広報等により、当

該特許権の実施を促進する。 

 

 

 

7 労働災害の原因の調査等の実施 

 

ア 行政から依頼を受けたとき、

又は研究の実施上必要があると

研究所が判断するときは、労働

基準監督機関等の協力を得て、

労働災害の原因調査等を実施す

介及び研究施設の公開を行う。ま

た、随時の見学希望者に対して

も、その専門分野、要望に応じて

柔軟に対応する。 

 

 

(5) 知的財産の活用促進 

特許権の取得がふさわしい研究

成果について、国立試験研究機関等

技術移転事業者(TLO)の協力を得つ

つ、特許権の取得を積極的に進め

る。また、研究所が保有する特許権

のうち実施予定のないものについ

ては、特許流通データベースへの登

録や、研究所のホームページでの広

報等により、知的財産の活用促進を

図る。 

 

7 労働災害の原因の調査等の実施 

 

(1) 労働災害の原因調査等の実施 

行政から依頼を受けたとき、又は

研究の実施上必要があると研究所

が判断するときは、労働基準監督機

関等の協力を得て、労働災害の原因

一般公開を実施し、研究成果の紹介及び研究施設の公開を行った。参加者

数は、清瀬地区236名（前年186名）、登戸地区92名（同92名）で合計328

人となった。 

・ 国内外の大学、研究機関、業界団体、民間企業等19の機関・団体から

の要望に応じ、合計295人の見学希望に対応した。 

 

 (5) 知的財産の活用促進 

・ 新規の特許として、「丸鋸システム」、「送風型除電電極構造及び送風型

除電電極装置」及び「車いす用転倒衝撃吸収装置」の3件が登録され、研究所

が保有する登録特許総数は38件（うち、外国特許2件）となった。また、新規

に2件の特許を出願し、特許出願総数は7件となった。 

・ 特許権の取得を進めるため、内部・外部研究評価において、「特許・

実用新案等の出願」を評価項目の一つとして掲げて評価を行うとともに、

特許権の取得に精通した清瀬・登戸両地区の研究員を業務担当者として選

任し、特許取得に関する研究員の相談に応じた。 

・ 知的財産の活用促進を図るため、特許流通データベースに登録を行うとと

もに、研究所のホームページにその名称、概要等を公表した。 

 

7 労働災害の原因の調査等の実施 

 

(1) 労働災害の原因調査等の実施 

・ 平成22年度の労働災害の原因の調査等の実施状況は、厚生労働省から

の依頼及び研究所の自主的判断に基づく災害調査が15件であった。 

・ 平成22年度に災害調査、鑑定等の報告書を送付した労働基準監督署及

び都道府県労働局に対するアンケート調査を実施したところ、労働基準監
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。また、原因調査等の結果、

講ずべき対策、労働基準監督機

関等が同種の原因調査等を実施

するに当たって参考とすべき事

項等については、厚生労働省労

働基準局安全衛生部に適宜報告

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 厚生労働大臣から緊急の原因

調査等の要請があった場合に、

災害調査に迅速、的確に対応で

きるよう体制を整備する。 

 

 

 

 

 

調査等を実施する。 

 

 

(2) 原因調査結果等の報告 

原因調査等の結果、講ずべき対

策、労働基準監督機関等が同種の原

因調査等を実施するに当たって参

考とすべき事項等については、厚生

労働省に適宜報告する。 

 

(3) 鑑定・照会等への積極的な対応 

労働基準監督機関、警察をはじめ

捜査機関等からの災害等に関連し

た鑑定嘱託、捜査関係事項照会等に

対して積極的に対応する。 

 

(4) 災害調査への的確な対応 

厚生労働大臣から緊急の原因調

査等の指示があった場合等には、労

働災害調査分析センターを中心と

して迅速かつ的確に対応する。 

 

 

 

 

督署等において、災害の再発防止のための指導や送検・公判維持のための資料

として役立ったとする割合は85％であった。 

 

(2) 原因調査結果等の報告 

・ 平成22年度に実施した災害調査の15件中11件、刑事訴訟法に基づく鑑

定等の17件中16件、労災保険給付に係る鑑別、鑑定等の12件中12件につい

て、それぞれ依頼先に調査結果等を報告した。 

 

 

 

(3)  鑑定・照会等への積極的な対応 

・ 労働基準監督署、警察署等の捜査機関からの依頼に基づく鑑定等が17

件、労働基準監督署等からの依頼による労災保険給付に係る鑑別、鑑定等

が12件であった。 

 

 

(4) 災害調査への的確な対応 

・ 労働災害の原因調査等については、行政からの要請等に即座に対応で

きるよう緊急連絡網及び出動体制を整備し、的確に対応した。また、各研

究グループ部長による進行管理の徹底、災害調査等報告会における発表と

討議等を通じて、災害調査等の質の改善に努めた。 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

8 国内外の労働安全衛生関

係機関等との協力の推進 

(1) 労働安全衛生分野の研究

の振興 

労働安全衛生分野における

研究の中心的機関として、労働

安全衛生分野の研究の振興を

図るため、労働安全衛生に関す

る国内外の技術、制度等に関す

る資料を収集、整理し、提供す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 国内外の労働安全衛生関係機

関等との協力の推進 

(1) 労働安全衛生分野の研究の振

興 

 

 

ア 労働安全衛生に関する国内外

の技術、制度等に関する調査を行

い、関係機関に提供する。 

 

 

 

 

 

 

イ 労働衛生重点研究推進協議会

の活動内容を見直すとともに、産

業安全に関する研究戦略を策定

して、労働者の安全と健康確保に

資する研究の推進に貢献する。 

 

 

 

 

 

8 国内外の労働安全衛生関係機関

等との協力の推進 

(1) 労働安全衛生分野の研究の振

興 

研究開発力強化法等を踏まえ、研

究の一層の推進を図る。 

ア 国内外の技術・制度等に関する

調査 

労働安全衛生に関する国内外

の技術、研究動向、制度等に関す

る調査を行い、関係機関に提供す

る。 

 

 

 

イ 労働安全衛生重点研究推進協議

会 

労働安全衛生重点研究推進協議

会において策定される今後10年間

の労働安全衛生重点研究領域・優

先研究課題の全国的な普及・推進

に努めるとともに、研究所の研究

業務にもこれを反映させる。また、

労働安全衛生研究の普及・振興を

目的とした労働安全衛生重点研究

8 国内外の労働安全衛生関係機関等との協力の推進 

 

(1) 労働安全衛生分野の研究の振興 

 

 

 

ア 国内外の技術・制度等に関する調査 

・ 米国労働安全衛生研究所（NIOSH）主催の墜落防止に関する国際会議へ

の職員派遣、ISOやOECDの国際会議等の機会を利用し、内外の研究所・関係

機関が有する知見・論文等を収集した。 

・ 厚生労働省からの依頼を受け、「研削盤等構造規格に関する調査研究」、

「鋼管足場用の部材及び付属金具の性能規格化」等を実施し、その調査結果

を提供した。これらについては、労働安全衛生規則や構造規格等の制改定

の重要な根拠資料として活用されると見込まれる。 

 

イ 労働安全衛生重点研究推進協議会 

・ 労働安全衛生重点研究推進協議会において、今後おおむね 10 年間に

我が国が推進すべき労働安全衛生分野の研究戦略として 3 重点領域と 22

優先課題を策定し、平成 22 年 10 月に報告書を取りまとめるとともに、研

究所のホームページに労働安全衛生研究戦略を掲載し、その普及に努め

た。［再掲］ 

・ 平成 23 年 1 月に労働安全衛生重点研究推進協議会シンポジウムを開

催し、研究所、大学等の研究者による 9テーマの講演を行った。労働安全

衛生に関する専門家、労使関係者を中心に 247 人の参加者を得た。［再掲］ 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 効率的かつ質の高い研究を実

施する環境を整備するために、内

外の最先端の研究情報を収集す

る。 

 

 

エ  国 際 学 術 誌 「 Industrial 

Health」を定期的に年 4回以上発

行するとともに、産業安全に関す

る研究成果に係る刊行物を発行

し、国内外の関係機関に配布す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進協議会シンポジウムを運営実

施する。［再掲］ 

 

ウ 最先端研究情報の収集 

効率的かつ質の高い研究を実

施する環境を整備するために、内

外の最先端の研究情報を収集す

る。 

 

エ 国際学術誌及び和文専門誌の発

行と配布 

最先端の研究情報の収集と発

信を目的として以下の刊行物の

発行と配付を行う。 

・ 労働安全衛生に関する最先端

の研究情報に係る国際学術誌

「Industrial Health」誌を6回

発行するとともに、同誌のイン

パクトファクターが0.8以上と

なるよう、引き続き掲載論文の

充実に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 最先端研究情報の収集 

・ 客員研究員・フェロー研究員や産業医科大学産業生態科学研究所との

研究交流会、研究協力協定を締結した大学・研究機関との共同研究、研

究員の国際学会への派遣等を通じて、内外の最先端研究情報の収集に努

めた。 

 

エ 国際学術誌及び和文学術誌の発行と配布 

 (ア) Industrial Health 

・ 国際学術誌「Industrial Health」を年6回刊行し、国内581、国外415

の大学・研究機関等に配布した。このうち、48巻第3号は「職場の健康増

進」、48巻第5号は「全身振動障害」に関する特集号として通常号より3

割多い論文を掲載して刊行を行った。 

・ Industrial Health誌への投稿論文数は186編、掲載論文数は106編とな

った。なお、掲載論文の国別／地域別内訳は、欧米38％、アジア・オセア

ニア26％、日本（当研究所を除く。）28％、当研究所4％となっており、

世界各国から多くの投稿を集めた。 

・ Industrial Health誌のインパクトファクターは、0.95となった。 

・ J-STAGE(科学技術情報発信・流通統合システム／(独)科学技術振興機構)

を通じてIndustrial Health 誌の全掲載論文が閲覧できるようにしており、

また受理論文の刊行前早期公開が可能となったことから、平成22年度は、世

界各国から書誌事項に20万件を超えるアクセスと平成21年度の倍増となった

ほか、7万件のダウンロードが行われるなど、幅広く活用された。 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 労働安全衛生分野におけ

る国内外の若手研究者等の

育成への貢献 

国内外の若手研究者等の育

成に貢献するため、これらの

者の受入れ及び研究所研究員

の他機関への派遣の推進に努

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 労働安全衛生分野における

国内外の若手研究者等の育成へ

の貢献 

国内外の若手研究者等の育成

に貢献するため、諸大学との連携

を強化し、大学院生や他機関に所

属する研究員等を受け入れると

ともに、求めに応じて研究所員に

よる他機関等への協力・支援を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・労働安全衛生に関する研究成果

に係る和文学術誌「労働安全衛

生研究」を2回発行配布する。 

 

 

 

 

(2) 労働安全衛生分野における国

内外の若手研究者等の育成への

貢献 

ア 連携大学院制度の推進 

諸大学との連携大学院協定の

締結更新と学術交流を進める。 

 

 

 

 

イ 大学客員教授、非常勤講師等の

派遣 

研究職員を大学の客員教授、非

常勤講師として派遣し、若手研究

者等の育成に寄与する。 

ウ 若手研究者等の受入れ 

国内外より研修生、連携大学院

生、日本学術振興会特別研究員等

(イ)和文学術誌「労働安全衛生研究」等 

・ 和文学術誌「労働安全衛生研究」を年2回刊行し、国内約1,000の大学・

研究機関等に配布した。 

・ 和文学術誌「労働安全衛生研究」についても、平成21年度から、J-STAGE(科

学技術情報発信・流通統合システム／(独)科学技術振興機構)に掲載し、全

論文を検索し、閲覧できるようにした。 

 

(2) 労働安全衛生分野における国内外の若手研究者等の育成への貢献 

 

 

ア 連携大学院制度の推進 

・ 携大学院協定を締結している日本大学、長岡技術科学大学、東京都市

大学、北里大学及び三重大学において、研究員が客員教授等として6人、

客員准教授等として7人が任命され、教育研究活動を支援した。 

・ 連携大学院協定に基づき、日本大学大学院、東京都市大学大学院の大

学生・大学院生計7人を研修生として受け入れ、修士論文・卒業論文執

筆のための研究指導を行った。 

イ 大学客員教授等の派遣 

・ 東京大学、早稲田大学等23大学・機関に対して31人の研究員が客員教

授、非常勤講師等として教育支援を行った。（連携大学院制度に基づく派

遣を除く。） 

 

ウ 若手研究者等の受入れ 

・ 連携大学院制度に基づく研修生7人を始め、内外の大学・研究機関から

計75人の若手研究者等を受け入れ、修士論文、卒業論文等の研究指導を行
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 研究協力の促進 

非公務員化のメリットを活

かし、大学、企業等との共同研

究を一層促進するとともに、国

内外の労働安全衛生関係研究

機関との研究協力のための研

究所研究員の派遣及び他機関

研究員の受入れの推進に努め

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 研究協力の促進 

ア 欧米及びアジア諸国の主要な

労働安全衛生研究機関との研究

協力協定の締結と共同研究を進

める。 

 

 

 

 

 

イ 客員研究員制度等を有効に活

用するとともに、非公務員化の

メリットを活かし、大学、企業

等の研究者との研究交流を促進

する。 

 

の受入れを行う。 

エ 労働安全衛生機関の支援 

諸機関の要請に応じて研究職

員による他の組織への適切な協

力・支援を行う。 

 

 

 

 

(3) 研究協力の促進 

ア 研究協力協定等 

欧米・アジア諸国の主要な労働

安全衛生研究機関との研究協力

協定を締結・維持し、共同研究等

を進める。 

 

 

 

 

イ 研究交流会等 

フェロー研究員及び客員研究

員の委嘱等を進めるとともに、こ

れらの研究員との研究交流会を

開催し、研究情報の相互交換を行

う。 

った。 

エ 労働安全衛生機関の支援 

・ 労働政策研究・研修機構労働大学校の産業安全専門官研修、マレーシ

ア労働安全衛生行政プロジェクト(JICA)のカウンターパート研修等外部機

関が行う研修の研修生を受け入れ、最新の労働災害防止技術等について講

義等を行った。 

・ このほか、都道府県労働局が実施する技術研修、労働災害防止団体が

行う安全衛生大会等に対し、講師として多くの研究員を派遣した。 

 

(3) 研究協力の促進 

 ア 研究協力協定等の締結 

これまでに研究協力協定を締結した国外の研究機関は合計で6か国12機

関であり、これら研究機関と労働安全衛生関係の幅広い分野において研究

協力協定に基づく共同研究を進めた。 

・ ラフボロー大学の博士課程の学生を研修生として受入れ、全身振動ばく露

環境下での作業パフォーマンスに及ぼす姿勢の影響に関する実験及び検討を

行った。 

・ 研究協力協定を締結しているソウル科学技術大学大学院生1人を研修生

として受け入れ、静電気爆発に関する研究指導等を行った。 

イ 研究交流会等 

・ フェロー研究員として39人、客員研究員として16人（うち新規7人）を

委嘱し、客員研究員・フェロー研究員研究交流会の開催等により研究情

報の交換を行った。 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 公正で的確な業務の運営 

研究所に対する国民の信頼

を確保するという観点から、

情報の公開、個人情報等の保

護等、関係法令の遵守を徹底

するとともに、高い倫理観を

もって公正で的確な業務の運

営を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 上記により、毎年度 20 人以上

の研究員の派遣又は受入れを行

うとともに、研究情報の相互提

供を促進する。また、全研究課

題に占める共同研究の割合を

15％以上とする。 

 

 

9 公正で的確な業務の運営 

研究所の諸活動の社会への説

明責任を的確に果たすため、情報

の公開を図り、個人情報、企業秘

密等の保護を的確に行う。また、

研究者が高い職業倫理を持って

研究活動を行うことができるよ

う必要な措置を講じる。 

 

 

 

ウ 企業、大学等の産業医、研究者

等との研究交流の促進 

非公務員化のメリットを活か

し、企業、大学等の産業医、安全

衛生管理者、研究者との研究交流

を促進する。 

エ 共同研究 

上記により、全研究課題に占め

る共同研究の割合を15%以上とす

る。また、20人以上の研究員の派

遣又は受入れを行い、研究情報の

相互提供を促進する。 

 

 

9 公正で的確な業務の運営 

(1) 情報の管理 

法令に則って情報の公開を図り、

情報管理システムを維持する。ま

た、昨年度に策定した情報セキュリ

ティポリシー等を踏まえ、情報セキ

ュリティ対策を推進する。 

 

 

 

 

ウ 企業、大学等の産業医、研究者等との研究交流の促進 

・ 客員研究員・フェロー研究員や産業医科大学産業生態科学研究所との

研究交流会、研究協力協定を締結した大学・研究機関との共同研究、研

究員の国内外の学術集会等への参加を通じて、内外の最先端研究情報の

収集に努めた。[再掲] 

 

エ 共同研究 

・ 労働安全衛生分野の広い範囲で研究協力協定締結研究機関や連携大学

院、民間企業等との共同研究を推進した。この結果、プロジェクト研究

等の重点研究課題及び研究員が研究代表者である科学研究費補助金に

より実施する研究課題の合計28研究課題のうち、共同研究は12件、43％

となった。また、共同研究等の実施に伴い、研究員を他機関へ15人派遣

するとともに、他機関から75人の若手研究者等を受け入れた。 

 

9 公正で的確な業務の運営 

(1) 情報の管理 

・ 情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ管理規程に基づき、

管理責任者、業務担当者等を選任し、情報セキュリティ対策推進体制を

整備するとともに、情報の格付けに応じた対策や情報セキュリティ要件

の明確化に基づく対策を推進した。 

・ 個人情報管理規程に基づき、引き続き、保護個人情報保護管理者及び

保護担当者を選任し、研究所が保有する個人情報の適切な利用及び保護

を推進した。 

・ 「独立行政法人情報公開・個人情報担当者連絡会議」に職員を派遣し、

その後、伝達等を実施した。 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 研究倫理及び利益相反の管理 

国の定めた研究倫理指針等に則

って研究活動を行うよう研究倫理

審査委員会を開催し、必要な審査・

措置等を実施する。 

また、研究の公平性、信頼性を確

保するため、利害関係が想定される

企業等との関わり(利益相反)につ

いて、透明性の確保と適正な管理を

実施する。 

 

 

 

 

 

(3) 遵守状況の把握 

独立行政法人通則法、個別法、就

業規則、その他の諸規則の遵守状況

の把握に努める。 

 

・ 平成22年度における情報公開開示請求件数は0件であった。 

・ 情報の公開については、独立行政法人通則法等に基づく公表資料（中

期計画、年度計画、役員報酬・職員給与規程等）のみならず、公正かつ

的確な業務を行う観点から、調達関係情報、特許情報、施設・設備利用

規程等も研究所のホームページ上で積極的に公開した。 

(2) 研究倫理及び利益相反の管理 

・ 研究倫理審査委員会規程に基づき、学識経験者、一般の立場を代表す

る者等の外部委員4名及び内部委員7名からなる研究倫理審査委員会を2

回開催し、42件の研究計画について厳正な審査を行った。審査の結果、

変更勧告又は不承認となった9件については、研究実施に先立ち、研究

計画の修正や研究実施に必要な書類等の再提出を行わせた。 

  また、同委員会の議事要旨を、研究所ホームページで公開した。 

・ 動物実験委員会規程に基づき、動物実験委員会を開催し、7件の研究計

画について厳正な審査を行った。審査の結果、いずれの計画も動物実験

指針に適合したものとして承認した。 

・ 科学研究費補助金取扱規程に基づき、科学研究費研究課題11件に対す

る実地の内部監査を実施した。 

・ 利益相反審査・管理委員会規程に基づき、民間企業等からの受託研究

及び共同研究について内部審査を行った。 

 

(3) 遵守状況の把握 

・ 諸規則の遵守状況を含め、内部統制の確立を図る観点から、平成21年

度に見直した諸会議のあり方を継続し、研究所業務の日常的な意思決定

及び進捗管理を行う場として理事長・理事・総務部長・研究企画調整部

長等を構成員とする「理事長打合せ」を原則として週1回、業務執行状
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4 財務内容の改善に関す

る事項 

通則法第29条第2項第4号の

財務内容の改善に関する事項

は、次のとおりとする。 

1 運営費交付金以外の収入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3 財務内容の改善に関する事

項 

 

 

 

1 運営費交付金以外の収入の確

 

 

 

 

 

 

(4) 法令等を踏まえた的確な業務

運営 

研究開発力強化法等の最近の国

内外の重要な法令等の制定・改定の

動向を踏まえた的確な業務の運営

に努める。 

また、昨年度に研究所のホームペ

ージに設けた「国民の皆様の声募

集」を通じて得られた国民からの意

見、要望等を業務運営に反映させる

とともに、その取組結果を公表す

る。 

 

第3 財務内容の改善に関する事項 

 

 

 

 

1 運営費交付金以外の収入の確保 

況の報告及び検証を行う場として監事（業務・会計）を含めた全役員及

び3研究領域長等が出席する「役員会議」を原則として2か月に1回、そ

れぞれ開催した。［再掲］ 

・ 管理職を対象としたセクシャルハラスメント防止に関する職員研修を

実施した。 

 

(4) 法令等を踏まえた的確な業務運営 

・ 研究開発力強化法に基づき、平成23年1月1日付けで「人材活用等に関する

方針」を策定し、研究所のホームページに公表した。［再掲］ 

・ 労働安全衛生に関する現場のニーズを把握するとともに、研究所の業

務について、国民目線に立って改善していくことを目的として、21年度

に研究所のホームページに「国民の皆様の声募集」のバナーを設け、調

査研究テーマや講演会・出版物等に対する意見や研究所の運営に対する

指摘を聴くこととしたが、22年度における意見等は0であった。 

 

 

 

 

 

第3 予算、収支計画及び資金計画 

 

 

 

 

1 運営費交付金以外の収入の確保 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

の確保 

競争的研究資金、受託研究

及びその他の自己収入のそれ

ぞれを獲得すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 経費の節減を見込んだ予

算による業務運営の実施 

運営費交付金を充当して行

保 

ア 関係省庁、公益の団体、企業

等からの競争的研究資金、受託

研究等の獲得に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 研究施設・設備の有償貸与、

成果物の有償頒布等知的財産の

活用等の促進を図り、自己収入

の確保に努める。 

 

 

 

 

 

2 経費の節減を見込んだ予算に

よる業務運営の実施 

(1)予算、収支計画及び資金計画 

 

(1) 競争的研究資金、受託研究の獲

得［再掲］ 

関係省庁、公益団体、企業等の競

争的資金に積極的に応募するとと

もに、受託研究等について積極的に

広報することにより、これらの獲得

に努める。 

 

 

 

 

 

(2) 自己収入の確保 ［再掲］ 

研究施設・設備の有償貸与及び研

究所が発行する成果物の有償頒布

化等を含め、自己収入の確保に努め

る。 

 

 

 

 

2 予算、収支計画及び資金計画 

(1) 予算については別紙5のとお

り。財務内容の改善についてはラ

 

ア 競争的研究資金、受託研究の獲得 

・ 競争的研究資金等の外部研究資金の獲得について、公募情報の共有・

提供や若手研究員に対する申請支援等の組織的な取組を行い、文部科学省

及び日本学術振興会科学研究費補助金 14 件(うち研究代表者 10 件)、厚生

労働科学研究費補助金 9 件(うち研究代表者 2 件)の合計 23 件、4,346 万 5

千円の競争的研究資金を獲得した。［再掲］ 

・ 受託研究については、国(厚生労働省)からの 1件、地方自治体からの 1

件、民間機関からの 12 件の合計 14 件、2 億 6,964 万 7 千円を獲得した。な

お、受託研究のうち１件は、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

からの大型受託研究「生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発」(2

億 4,879 万 8 千円)である［再掲］ 

 

イ 自己収入の確保 

・ 貸与対象の研究施設・設備リストを見直し、貸与可能な施設・設備を 1

件増の 85 件にするとともに、施設・設備の減価償却等に伴う貸与料の適正

化を図った。3,000kN 垂直荷重試験機及び局所排気装置性能実験施設等 4件

の施設・設備について有償貸与し、有償貸与額は 56 万 7千円となった。［再

掲］ 

・ また、著作権料は 2 件 26 万 8 千円となり、これら自己収入の合計額は

総額 83 万 5千円となった。［再掲］ 

 

2 予算、収支計画及び資金計画 

・ 平成22年度の予算、収支計画及び資金計画は、財務諸表及び決算報告

書のとおりである。予算の執行に際しては、業務の進行状況と予算執行状
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

う事業については、「第 2 業務

運営の効率化に関する事項」で

定めた事項に配慮した中期計

画の予算を作成し、当該予算に

よる運営を行うこと。 

ア 予算については、別紙1のと

おり。 

イ 収支計画については、別紙2

のとおり。 

ウ 資金計画については、別紙3

のとおり。 

 

第4 短期借入金の限度額 

(1)限度額   290百万円 

(2)想定される理由 

ア 運営費交付金の受け入れの

遅延等による資金の不足に対

応するため。 

イ 予定外の退職者の発生に伴う

退職手当の支給、重大な業務災

害等の発生に伴う補償金の支払

い等、偶発的な出費に対応する

ため。 

 

第5 重要な財産を譲渡し、又は

担保に供しようとするときは、

その計画 

   なし 

 

第6 剰余金の使途 

スパイレス指数も考慮する。 

(2) 収支計画については別紙6のと

おり。 

(3) 資金計画については別紙7のと

おり。 

 

 

第4 短期借入金の限度額 

1 限度額 290 百万円 

2 想定される理由 

(1) 予算成立の遅れ等による資金

の不足に対応するため。 

(2) 予定外の退職者の発生に伴う

退職手当の支給、重大な公務災害

等の発生に伴う補償費の支払な

ど、偶発的な出費に対応するた

め。 

 

 

 

 

 

 

 

第5 剰余金の使途 

況を把握し、適宜見直しを行った。 

・ 経費削減の達成度については、決算額は予算額に対して1億6,700万円

の節減となり、執行率は91.9％となった。項目別では、人件費（退職手当

を除く。）が95.3％、一般管理費が70.9％、業務経費が93.7％の執行率と

なった。 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

1 研究用機器等を充実させるた

めの整備 

2 広報や研究成果発表等の充実 

3 職員の資質向上のための研

修、研究交流への参加 

4 職場環境の快適さを向上させ

るための整備 

 

第7 その他主務省令で定める業

務運営に関する事項 

1 人事に関する計画 

(1)方針 

ア 資質の高い人材を幅広く登

用するため，研究員の採用に当

たっては、公募による選考採用

や任期付き任用を活用する。 

イ 業務運営の効率化、定型業務

の外部委託化を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

1 研究用機器等を充実させるため

の整備 

2 広報や研究成果発表等の充実 

3 職員の資質向上のための研修、

研究交流への参加 

4 職場環境の快適さを向上させる

ための整備 

 

第6 その他業務運営に関する事項 

 

1 人事に関する計画 

(1) 人材活用等に関する方針 

ア 研究開発等の推進における若年

研究者等の能力の活用に関する

事項 

(ア) 新規研究員の採用に際して

は、公募を原則とし、任期付研

究員の採用に努める。また、中

期計画に基づく人件費削減の

取組状況を踏まえつつ、若年

者、女性、外国人である任期付

研究員を少なくとも1 名、新規

に採用するように努める。 

 

(イ) 研究員の研究能力の向上を促

 

 

 

 

 

 

 

 

第6 その他業務運営に関する事項 

 

1 人事に関する計画 

（1）人材活用等に関する方針 

ア 研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用に関する事項 

 

 

(ア) 規研究員の採用に際しては、全て公募を行い、任期付研究員として採用

した。また、若年者、女性、外国人について任期付研究員として採用した。 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 業績評価基準に基づき、①研究業績、②対外貢献、③所内貢献の3つ
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進する観点から、研究業績優秀

者表彰、若手研究員業績優秀者

表彰等を行う。 

 

(ウ) フレックスタイム制等を活用

することにより、育児と仕事の

両立ができるような環境整備に

努める。 

 

(エ) 外国人研究員の研究活動を支

援するため、一定期間、日本語

と英語等が堪能な研究員をチュ

ーターとしてつける。 

 

イ 卓越した研究者等の確保に関す

る事項 

研究員の研究業績、所内貢献等

を適切かつ総合的に評価し、評価

結果を昇任、昇格、昇給に反映さ

せるとともに、研究費の配分や研

究室、研究機器の使用について配

慮する。 

 

 

 

の観点から研究員の評価を行い、その結果を昇任、昇格等の人事並びに

優秀研究者表彰（2名）及び若手研究者表彰（2名）に反映させた。［再

掲］ 

 

(ウ) フレックスタイム制に関する協定を定め、柔軟な勤務時間体系の運用

を図ることにより、育児と仕事の両立ができるような環境整備に努めた。 

 

 

 

(エ) 中国語や英語が堪能な研究員をチューターとしてつけ、中国人研究員

やイラン人研究員の研究活動を支援した。 

 

 

 

イ 卓越した研究者等の確保に関する事項 

・ 清瀬地区・登戸地区共通の業績評価基準に基づき、①研究業績、②対

外貢献、③所内貢献、の3つの観点から研究員の評価を行い、その結果を昇

任、昇格等の人事並びに優秀研究者表彰（2名）及び若手研究者表彰（2名）

に反映させた。［再掲］ 
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 研究開発等に係る人事交流の促

進に関する事項 

(ア) 新規研究員の採用に際して

は、公募を原則とし、任期付研

究員の採用に努める。［再掲］ 

(イ) 産学官の間での人材の流動性

を高めるため、必要な検討を行

う。 

(ウ) 研究員が国立大学法人等との

間で転職をしている場合におけ

る退職金の算定の基礎となる在

職期間について、当該在職期間

を通算する等の人材の流動性を

高めるための環境整備を検討す

る。 

 

エ その他研究開発等の推進のため

の基盤の強化のうち人材の活用

等に係るものに関する重要事項 

(ア) 研究職員の昇任、昇格、昇給

に関して、より客観的で公正な

人事方式の採用に努める。 

 

(イ) 等級別の人員数のバランスを

図り、適材適所の原則に沿った

ウ 研究開発等に係る人事交流の促進に関する事項 

・  新規研究員の採用に際しては、全て公募を行い、任期付研究員として

採用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ その他研究開発等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係る

ものに関する重要事項 

 

(ア) 清瀬地区・登戸地区共通の業績評価基準に基づき、①研究業績、②対

外貢献、③所内貢献の3つの観点から研究員の評価を行い、その結果を昇任、

昇格等の人事並びに優秀研究者表彰（2名）及び若手研究者表彰（2名）に

反映させる等、より客観的で公正な人事方式を採用した。 

(イ)  研究員の業績評価結果を基に、理事長のリーダーシップの下、総務

部門及び研究企画部門が連携しつつ適材適所の原則による研究員の人事異
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中期目標 中期計画 Ｈ２２年度計画 Ｈ２２年度業務実績 

 

 

2)常勤職員の数 

   調査研究に携わらない常勤

職員を6名削減する。 

(参考1)常勤職員数 

 期初の常勤職員数   121名 

 期末の常勤職員数   115名

(上限) 

(参考2)中期目標期間中の人件費総額

中期目標期間中の人件費の総

額見込み  5,278百万円 

 

2 施設・設備に関する計画 

労働安全衛生総合研究所の業務

である「事業場における災害の予

防に係る事項及び労働者の健康の

保持増進及び職業性疾病の病因、

診断、予防その他の職業性疾病に

係る事項に関する総合的な調査及

び研究」の確実かつ円滑な遂行を

図るため、既存の施設・設備につ

いて、耐用年数、用途、使用頻度、

使用環境等を勘案し、計画的な更

新、整備を進める。 

人事計画を立てることにより業

務の効率化を進める。 

(2) 人員の指標 

当年度初の常勤職員数 116名 

当年度末の常勤職員数の見込み 

115名 

(3) 当年度中の人件費総額見込み 

974百万円 

 

 

 

 

 

2 施設・設備に関する計画 

研究所の施設のうち、施工シミュ

レーション施設について改修工事

を実施する。また、老朽化の進んだ

研究棟について耐震改修を実施す

る。 

動等を行った。［再掲］ 

 

（2）人員の指標 

・ 年度当初の常勤職員数は107名であり、年度末の常勤職員数は103名と

なった。 

 

（3）人件費総額見込み 

・ 平成22年度における人件費の総額は9億1,000万円で、平成22年度計画

における当年度中の人件費総額見込み(9億7,400万円)と比べて6,400万円

の節減となった。 

 

 

 

2 施設・設備に関する計画 

・ 平成22年度計画どおり、施工シミュレーション施設の改修工事、登戸

地区の研究本館の耐震改修工事を実施した。 

・ 空調設備の改修工事については、着手しないことを決定した。 

 

 

 

 

 


